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株式会社 clutch communication の事業の再生支援に係る 

基本合意書締結のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社 clutch communication（以下「クラッチ社」といい

ます。）との間で、クラッチ社が営む有料職業紹介事業（以下「対象事業」といいます。）の再建支援

を目的とする基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。）を締結することを決議し、本日、本基

本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、クラッチ社は、本日、東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始申立てを行っております（以

下、民事再生手続開始申立てにより開始する再生手続を「本再生手続」といいます。） 

記 

1． 本基本合意書締結の経緯理由 

クラッチ社は、2021 年５月の設立以来、医療介護業界に特化した有料職業紹介事業及び有料職業

紹介事業の立上・運営支援を行う事業コンサルティング事業を主たる事業として業容を拡大してま

いりました。しかしながら、クラッチ社は、2024 年 11 月期に、事業コンサルティング事業を撤退

することとし、これに伴い多額の費用負担が生じたこと等により、自力での事業継続が困難な状況

となり、本日、民事再生手続き開始を申し立てております。 

当社は、クラッチ社の再生には外部スポンサーが不可欠であり、また、事業の維持及び再建のた

めの従業員の雇用確保や取引先との関係継続等を鑑みて、民事再生手続開始申立て時点で資金繰り

支援が可能なスポンサー候補を選定したプレパッケージ型での申立てを希望したクラッチ社からの

提案を受け、当社がクラッチ社の事業再建に携わることについて検討を行いました。当社として

は、本件において当社がクラッチ社の資金繰りを支援しつつ、スポンサー候補としてクラッチ社の

再生支援に携わることが、クラッチ社の事業の再建に資するものであると判断し、本基本合意書締

結に至ったものであります。 

 

2． クラッチ社の概要（2024 年 11 月 29 日時点） 

（１）名称 株式会社 clutch communication 

（２）本店所在地 東京都港区新橋三丁目８番８号リバティ８ビル４階 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 須藤 仁司 

（４）事業内容 有料職業紹介事業等 

（５）資本金 122,100,000 円 

（６）設立年月日 2021 年５月 19 日 



 

（７）大株主及び持株比率 

（2024 年 10 月 31 日

現在） 

須藤 仁司 

株式会社ＲＡＨＫ総研 

瀧澤 麻由美 

瀧澤 宗平 

瀧澤 香林 

29.2% 

25.2% 

7.5% 

5.7% 

5.7% 

（８）上場会社と当該会社 

の関係 
資本関係 該当事項はありません 

人的関係 該当事項はありません 

取引関係 該当事項はありません 

（９）当該会社の最近３年間の財政状態及び経営成績(単位:百万円) 

決算期 2021 年 11 月期 2022 年 11 月期 2023 年 11 月期 

純資産 9  15  36  

総資産 25  81  253  

１株当たり純資産(円) 97,440.00  156,266.24  366,516.44  

売上高 27  220  594  

営業利益 6  10  29  

経常利益 6  10  29  

当期純利益 4  5  21  

１株当たり当期純利益(円) 47,440.00  58,826.24  210,250.20  

１株当たり配当金(円) 0.00  0.00 0.00 

 

3． 本基本合意書の概要 

（１）目的 

 

クラッチ社の営む有料職業紹介事業の承継（以下「本事業承継」

といいます。）及びそのための最終契約（以下「本最終契約」と

いいます。）の締結に向けて、本基本合意書締結日時点におけ

る、当社のクラッチ社に対する支援想定・支援条件等を相互に確

認すること。 

（２）本件支援の方法 

及び内容 

本事業承継は、当社及びクラッチ社が、クラッチ社の営む有料職

業紹介事業を当社が承継するために最も適した方法であると別途

合意した方法により行う。 

なお、当社及びクラッチ社は、2025 年２月 28 日までに、本最終契

約を締結できるよう誠実協議する。 

（３）資金繰り支援 当社がクラッチ社との間で DIPファイナンスの契約を締結のうえ、

本再生手続の維持・遂行に必要な資金をクラッチ社に貸し付け

る。 

（４）デュー・デリジェンス 当社は、本基本合意締結後、当社が本事業承継のために必要と判

断した事項につき、各種デュー・デリジェンスを行うことができ

る。 

 

4． 日程 

（１）当社取締役会決議日 2024 年 11 月 29 日 

（２）本基本合意書締結日 2024 年 11 月 29 日 

 

5． 今後の見通し 

本件に伴う詳細及び当社業績見通しへの影響につきましては、現在精査中です。今後、本件最終

契約の締結状況等公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。 

以上 


